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集老健施設の「在宅支援」機能強化に向けて～地域とどう連携を進めるか～

老健の在宅復帰・在宅支援機能 
介護報酬改定でより明確に

　もともと、老健施設は、その創設時から「病院
と在宅の中間施設」と位置づけられており、全老
健でも、老健施設の理念と役割の5項目のなかで、
「在宅生活支援施設」をはっきりうたっている。
　つまり、老健施設が提供するサービスとは、基
本的に利用者が在宅生活に復帰することをめざし
たものであるため、すべてが在宅生活・在宅療養
支援につながっているともいえる。したがって、
昨年の介護保険法改正で、第8条28項の老健施
設の定義に在宅支援機能が改めて明示されたから
といって、特段、何か新しい取り組みをしなけれ
ばならないというわけではない。
　ところが、近年は国の財政的事情も反映して、
医療・介護双方で病院・施設から在宅へという動
きが主流となってきている。事実、前述の法改正
を受ける形で平成30年度介護報酬改定でも、そ
の方向性はより明確となった。ご承知のとおり、
老健施設の報酬上の類型を決める要件のなかに、
在宅復帰・在宅療養支援機能を評価する10項目
の指標での点数が組み込まれたのだ。これによっ
て老健施設がその使命として行うべき機能が、よ
り具体的に示されたこととなる。この新たな評価
指標やそれによりランクづけされる5つの施設類
型には、いまだ戸惑っている施設もあるだろう。
　そこで、本特集テーマである「在宅支援」は平

成30年2月号でも扱い、今年 2回目となるが、
重要なテーマであることから、再度、会員施設の
皆さんへの意識づけの意味も込め、取り上げる。
今回の報酬改定の内容を踏まえた上で、老健施設
の在宅支援のあり方や、老健施設が地域で在宅支
援を行うにあたり何が重要なのかなどを改めて考
えていきたい。

2025年に向け在宅医療需要増加 
自治体の取り組みは道半ば

　今後、さらに進展する超高齢社会をどう乗り切
るかは、やはり地域包括ケアシステムの構築が有
効であると考えられる。しかしながら、それは概
念であり、具体的なひな形があるわけではなく、
各地域でそれぞれの特性を活かしたものであるこ
とが重要だ。
　地域包括ケアシステムの提唱者である埼玉県立
大学理事長の田中滋氏は、同システムは2つの軸
で考えるべきだと述べている。1つは専門職が支
える軸、もう1つは地域で生活する住民自らで担
う軸だ。医療・介護の専門職はもちろん前者に属
し、そこでは切れ目のないサービスの提供、医療
と介護の連携が重要だということが、もう10年
以上、言われ続けている。
　2025年を一定の目途に進められてきた地域包
括ケアシステムの構築だが、もはや待ったなしの
カウントダウンが始まっている。
　さらに、今年度から新たに計画期間を6年と足

並みをそろえて医療計画と介護保険事業計画が始
まった。ここでも、2025年に向け、地域を拠点
とした在宅医療の需要が大きく増加するとの前提
で、対応策が立てられている。
　現時点では、今回の改定後の現状把握が十分で
はないため、在宅医療の需要予測やその対応は、
あくまでも暫定的なものとはしているが、厚生労
働省は今後、2025年に向けた在宅医療の需要を
約130万人分と見込んでいる。そのうちの約100
万人は、今後の高齢者の増大を見込んだ現状と同
じ在宅医療利用者の割合だとすれば、残る約30
万人がいわゆる「追加的需要」分となる。
　追加的需要とは、地域医療構想の推進により医
療機能の分化・連携が進み、一般病床や療養病床
に入院する患者が減ることで生まれる、新たな在
宅医療の需要増のことである。このうち、一般病
床のC3未満の患者（医療資源投入量175点未満

の患者）は外来で対応し、療養病床のうちの①医
療区分1の患者の70％、②入院受療率の地域差
解消分―を在宅医療等で対応することとして
いる（図1）。
　ちなみに、医療区分とは、診療報酬の療養病棟
入院基本料の算定で使われる区分のこと。医療の
必要度により医療区分1～3の3段階に分類され、
1は最も低い区分となる。
　こうした見込みを踏まえ、厚労省は各地方自治
体に在宅医療の体制整備を促しているが、その取
り組みはいまだ道半ばというのが現状だ。地域に
より医療・介護資源が異なる上に、どの資源がど
こにどの程度必要で、どう整備するかの計画が、
現状把握を含め簡単ではない。在宅医療の体制整
備に不可欠な医療・介護連携の取り組みも、先駆
的に進めている地域はあるが、全国的にはまだま
だ不十分との指摘も依然として少なくない。

概論

地域包括ケアシステムでの医療・介護連携 
在宅医療需要増に老健施設はどう対応するか

図1�　2025年に向けた在宅医療の追加需要に対する医療・介護保険事業計画における目標と見込み量
� （第4回「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ」5月23日開催の資料より引用）

医療計画、介護保険事業（支援）計画におけるサービス需要の考え方

①
既存の介護療養型医療施設や医療療養病床が、介護医療院、老人保健施設又は特別養護老人ホームへ移行す
ることにより、介護サービスが受け皿となる分（介護療養型医療施設については移行前後で介護サービスと
しての受け皿であることに変わりはない）

② ①以外の介護施設・在宅医療等への移行、高齢化の動向に伴う需要増等について、介護医療院、老人保健施
設又は特別養護老人ホームが受け皿となる分

③
①以外の介護施設・在宅医療等への移行、高齢化の動向に伴う需要増等について、在宅医療及び介護サービ
ス（在宅サービス・居住系サービス）が受け皿となる分（既存の介護療養型医療施設や医療療養病床が、特
定施設入居者生活介護等に移行する場合も含む）

④ 外来が受け皿となる分（介護サービスについては、利用者の状態像が明らかではなく必ずしも定量的な介護
サービスの受け皿の推計ができるわけではない）
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　今後は、先進的な都道府県の事例を参考に、在
宅医療の整備状況を毎年度確認しつつ、中間年の
2021年度に、より明確な目標を定めることとし
ている。
　厚労省は、これらに先駆けて、2016年には、
在宅医療と介護の連携の先進事例を共有し、全国
的な取り組みとするための「在宅医療及び医療・
介護連携に関するワーキンググループ」（田中滋
座長）を設置し、現在までに計5回開催している。
　直近では6月27日に第5回が開催され、島根
県、鹿児島県、富山県、滋賀県の先進事例を紹介
するとともに、全国的に取り組むべき事項の整理
がなされた。ここでも「地域により実情はさまざ
まであり、一律な対応は望ましくない」との認識
は共有されている。

地域包括ケアの中核となる老健 
率先して医療・介護連携を

　いずれにせよ、現状のままでは在宅医療も許容

量を超えてしまうことは明白であり、医療必要度
の低い人は、できるかぎり入院せず、外来に通っ
たり、介護保険施設や高齢者住宅サービス、居宅
系介護サービス等を活用したりしながら在宅で
―という流れは、好む好まざるにかかわらず、
もはや致し方ないともいえる。中間施設として、
あるいは在宅支援拠点として、そこに老健施設活
用のニーズがあることはいうまでもない。
　事実、老健施設は昨年3月に都道府県に向けて
通知された「在宅医療の体制構築に係る指針」に
おいて、“日常の療養支援を行う関係機関”とし
て位置づけられ、その役割を主に次のように記載
している。
　・�相互の連携で医療や介護、障害福祉サービ
スを包括的に提供。

　・�医療関係者は、地域包括支援センターが地
域ケア会議で患者に関する検討をする際に
は積極的に参加。

　・�地域包括支援センターなどと協働し、在宅

療養に必要なサービスや家族の負担軽減に
つながるサービスを適切に紹介。

　・�認知症患者等それぞれの患者の特徴に応じ
た在宅医療体制の整備。

　・�災害時にも適切な医療を提供するための計画
の策定。

　・�医薬品や医療・衛生材料等の供給を円滑に
行うための体制整備。

　・�身体機能および生活機能の維持向上のため
のリハビリの適切な提供。

　さらに、看取りの部分では、医療機関側に「介
護施設等による看取りを必要に応じて支援するこ
と」とも明記されている。これは今回の介護報酬
改定で、特養での看取りにより手厚い評価がつい
たこととも連動する。残念ながら老健施設には新
たな評価はつかなかったが、近年、「在宅復帰と
看取り機能は、老健施設の両輪である」との考え
は、我々老健施設関係者のなかでは、すでに浸透
しつつある認識である。
　つまり、全老健が従前より「地域包括ケアシス
テムにおける中核施設となり得るのは、多職種・
多機能がそろう老健施設をおいて他にない」と言
い続けてきた形（図2）に、制度や報酬上の評価
が追いつき、後押しをしてくれている、というこ
とではないだろうか。
　余談であるが、厚労省が提示する「地域包括ケ
アシステムの姿」の図のなかで、「なぜ老健施設
とその他の施設系サービスが同列に書かれている
のか」という不満の声は、よく老健施設関係者か
ら耳にする。「施設の優劣という意味ではなく、
老健施設と特養やグループホーム、特定施設では
役割が違う。同列には語れないはずである」とい
うのが、その理屈である。
　医療においての機能分化が進むように、介護に
おける役割整理がきちんとなされ、それを医療関
係者、特に在宅医療に関わる専門職が正しく認識
しないことには、真の医療・介護連携は進まない

のではないだろうか。
　こうした体制整備において、老健施設、老健施
設職員の果たす役割は少なくない。2025年への
カウントダウンが始まり、これから我々はより能
動的に地域にコミットし、老健施設が率先して地
域の医療・介護連携を推進していこうという心意
気が必要だろう。
　地域貢献は、一見、自施設の利益を度外視した
地域のための取り組みに思える。しかし、広い視
野でみれば、地域における自施設の持続可能性に
必ずやつながるはずである。

＊　＊　＊
　今回、特集インタビューには、まずは全老健か
ら折茂賢一郎副会長にご登場いただき、今回の介
護報酬改定を踏まえての老健施設の在宅支援のあ
り方について、改めてご見解をうかがった。
　また、老健施設の在宅支援には、在宅医療との
連携が不可避である。そこで、全国在宅療養支援
診療所連絡会の新田國夫会長を訪ね、在宅医療側
からのご意見をいただいた。新田会長は、前述の
「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキン
ググループ」の構成員でもある。
　後半の施設レポートでは、ショートステイの緊
急対応やR4システム、地域の関係機関との密度
の濃い連携がすでに進んでいる―などにより
在宅支援を積極的に推進している2つの老健施設
の取り組みを紹介する。

第5回「在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキング
グループ」での議論の様子（6月27日開催）

地域包括ケアシステムにおける介護⽼⼈保健施設のイメージ
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図2　地域包括ケアシステムにおいて中核的役割を果たす老健施設（イメージ）
� （2018年度「老人保健施設管理医師総合診療研修会」折茂副会長資料より引用）
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